
お知らせコーナー

特定非営利活動法人（NPO法人）の活動分野について

表２　人口1万人当たりの活動分野別NPO法人数（全国上位５位まで）
号数 各号数の内容 全国 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
第 1号 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2.4 2.7 2.9 2.4 2.4 2.5 2.8
第 2 号 社会教育の推進を図る活動 2.0 2.3 2.6 1.7 1.9 2.3 2.4
第 3 号 まちづくりの推進を図る活動 1.8 2.7 2.4 1.4 2.0 2.3 2.8
第 13 号 子どもの健全育成を図る活動 1.9 2.4 2.1 0.8 1.7 2.1 2.5

第 19 号 前各号に掲げる活動を行う法人の運営又は活動
に関する連絡、助言又は援助の活動 1.9 2.6 2.8 0.9 1.4 1.9 2.5

表１　NPO法人数、活動分野別NPO法人数及び推計人口等
全国 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

NPO法人数 51,742 592 1,366 3,554 2,209 529 392
活動分野別NPO法人数 233,746 3,509 6,271 13,208 8,858 2,935 2,559
推計人口（千人） 126,443 1,412 2,591 8,813 5,484 1,339 935
NPO法人当たりの活動分野数 4.5 5.9 4.6 3.7 4.0 5.5 6.5
人口 1万人当たりのNPO法人数 4.1 4.2 5.3 4.0 4.0 4.0 4.2
人口 1万人当たりの活動分野別NPO法人数 18.5 24.9 24.2 15.0 16.2 21.9 27.4

　NPO法人の活動分野は、1998 年 12 月に特定非営
利活動促進法が施行された当時は 12 分野でしたが、
その後の法改正に伴い、2003 年 5 月からは 17 分野、
2012 年 4 月からは 20 分野となっています。NPO法
人は、定款に記載することで、複数の分野で活動す
ることができます。

　法人数、活動分野別法人数及び推計人口をもとに
計算した、近畿府県等の法人当たりの活動分野数、
人口１万人当たりの法人数及び活動分野別法人数
は、表１のとおりです。京都府は、人口 1万人当た
りの法人数において 5.3 法人であり、近畿府県内で
一番多く、全国の数値（4.1 法人）を上回っています。

　NPO法人の 20 の活動分野のうち、全国上位５位
までとなる活動分野について、近畿府県等における
人口 1万人当たりの活動分野別法人数は、表２及び
図１のとおりです。

　京都府は、第 1号「保健、医療又は福祉の増進を
図る活動」（2.9 法人）、第 2 号「社会教育の推進を
図る活動」（2.6 法人）、及び第 19 号の「前各号に掲
げる活動を行う法人の運営又は活動に関する連絡、
助言又は援助の活動」（2.8 法人）において近畿府県
内で第 1位であり、また、いずれも全国の数値を上
回っています。

注1　NPO法人数、活動分野数は、2018 年 9 月 30 日現在（出典：内閣府NPOホームページ）。
　 2　推計人口は、2018 年 10 月 1 日現在の総人口（出典：総務省統計局）。

図１　人口1万人当たりの活動分野別NPO法人数
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